
令和 3 年（2021 年）7 月 27 日 

 

札幌市若者支援施設ご利用のみなさま 
 

 札幌市若者支援施設（Youth+/ユースプラス）の今後の対応について  

 

日ごろより、札幌市若者支援施設の運営および新型コロナウイルス感染症拡大防止対

策に対してご理解・ご協力を賜りありがとうございます。 

このたび、札幌市からの通達（令和 3 年 7 月 26 日付札子推第 10291 号）を受け、既

にお申込みいただいた貸室利用について感染防止を理由とする場合の返金対応期間を

延長することとなりました。併せて、時間短縮運営に伴い、8 月 16 日（月）開催の調整

会議開始時間を変更しておりますのでお知らせいたします。 

引き続き、施設利用にあたっては、感染拡大防止対策の徹底にご協力をお願いいたし

ます。 

 

                 記 

コロナウィルス感染拡大防止を目的とする 

利用キャンセルの返金対応期間延長について 

１ 令和 3 年 8 月 22 日（日）までの時間短縮運営期間は、利用区分に関わら

ず、コロナウィルス感染拡大防止を理由とするキャンセルの返金対応を行

います。 
      ※返金手続きについては各施設窓口で対応いたします。 

時間短縮運営に伴う調整会議開始時間変更 

    8 月 16 日（月）調整会議：18:00～ 

１ 調整会議の開始時間を変更いたします           
・時間短縮運営にともない、8 月 16 日（月）20:00～開催予定の調整会議の 

開始時間を 18:00～開催に変更いたします。 

・調整会議参加予定の Youth＋NET 団体の皆様 18：00 までに各施設にお集まり 

ください。 
  

２ 開館時間中の利用にあたっては引き続き、感染拡大防止対策の徹底に 

ご協力お願いします。 

 

なお、上記期間につきましては札幌市からの通達等により延長する場合があります。 
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